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第１章 業務継続計画の基本的な考え方

１ 計画の目的

大規模災害が発生した際，自治体は，災害応急対策や災害からの復旧・復興

対策の主体として重要な役割を担うことになる一方，災害時であっても継続し

て行わなければならない通常業務を抱えている。しかしながら，平成 23 年 3 月

に発生した東日本大震災や平成 28 年 4 月に発生した熊本地震，平成 30 年 7 月

に発生した西日本豪雨災害等，過去の災害では自治体自身が被災し，庁舎や電

気・通信機器の使用不能等により災害時の対応に支障を来たした事例が多数見

受けられるところである。

このため，災害により本市の資源（人，物，情報等）が制約を受けた場合に

あっても，被災者の保護や住民生活の安定のために最大限の役割が果たせるよ

う，業務継続計画（BCP（Business Continuity Plan））を策定し，優先的に実

施すべき業務（「非常時優先業務」※）を特定するとともに，業務の執行体制や

対応手順，継続に必要な資源の確保等をあらかじめ定めるものである。

２ 計画の位置付け

笠岡市防災会議は，災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 42 条の規

定に基づいて，笠岡市地域防災計画を作成し，市域に係る防災に関して本市及

び防災関係機関並びに事業者及び住民が，災害の予防から応急対策，復旧，復

興までに取り組むべき基本的事項を総合的に定めている。

笠岡市業務継続計画は，地域防災計画を補完するものとして，本市が被災す

ることにより制約が伴う状況下にあっても，災害対応業務及び優先的に継続す

べき通常業務を的確に実施するために，本市が独自に定めるものである。

平常時業務

（通常業務）

業務継続の必要性が高いもの

地域防災計画
災害対策本部規程による

災害時業務

非
常
時
優
先
業
務

※非常時優先業務とは

大規模災害発生時にあっても優先

して実施すべき業務が非常時優先業

務である。

具体的には，災害時業務と業務継

続の優先度の高い平常時業務（通常

業務）が非常時優先業務の対象とな

る。
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＜地域防災計画と業務継続計画との関係（内容の主な相違点）＞

３ 業務継続計画策定の効果

災害発生時には業務量が急激に増加し，極めて膨大なものとなる。特に市町

村においては，被害状況の確認など発災直後から非常に短い時間の間に膨大な

応急業務が発生し，それらを迅速かつ的確に処理しなければならない。

業務継続計画をあらかじめ策定し，継続的改善を行うことにより，非常時優

先業務の執行に必要な資源を確保し，業務立ち上げ時間の短縮や発災直後の業

地域防災計画 業務継続計画

作成主体等 地方防災会議が作成し，都

道府県，市町村，防災関係機

関等が実施する。

地方自治体が作成し，自ら

が実施する。

計画の趣旨 災害対策基本法に基づき，

発災時又は事前に実施すべき

災害対策に係る実施事項や役

割分担等を規定する。

発災時に必要資源に制約が

ある状況にあっても，非常時

優先業務が目標とする時間・

時期までに実施できるように

する。

行政の被災 行政の被災は必ずしも想定

する必要はないが，業務継続

計画の策定などによる業務継

続性の確保等について計画に

定める必要がある。

行政の被災を想定（庁舎，

職員，電力，情報システム，

通信等の必要資源の被災を評

価）し，利用できる必要資源

を前提に計画を策定する必要

がある。

対象業務 災害対策に係る業務を対象

にする。（災害予防，災害応

急対策，災害復旧・復興）

非常時優先業務を対象とす

る。（災害応急対策、災害復

旧・復興業務だけでなく，優

先度の高い通常業務も含まれ

る。）

業務開始目標時間 業務開始目標時間は必ずし

も定める必要はない。

非常時優先業務ごとに業務

開始目標時間を定める必要が

ある。（必要資源を確保し，

目標とする時間までに非常時

優先業務を開始・再開す

る。）

業務に従事する職員

の水・食料等の確保

業務に従事する職員の水・

食料，トイレ等の確保に係る

記載は，必ずしも記載する必

要はない。

業務に従事する職員の水・

食料，トイレ等の確保につい

て検討し，記載する必要があ

る。
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務レベルの向上等を図ることにより，災害発生直後の混乱で行政が機能不全に

なることを避け，非常時優先業務を適切かつ迅速に実施することが可能とな

る。

＜業務継続計画の策定に伴う効果のイメージ＞

・業務継続計画の策定により，資源制約がある状況下においても非被災地から

の応援や外部機関の活用に係る業務の実効性を確保することができ，受援計

画等と相まって，１００%を超える業務レベルも適切かつ迅速に対応すること

が可能となる。

・訓練や不足する資源に対する対策等を通じて計画の実効性等を点検・是正

し，レベルアップを図っていく必要がある。

４ 基本方針

大規模災害時において，市民の生命，身体，財産を保護し，被害を最小限に

とどめるため，次の基本方針に基づき，組織全体で業務継続体制を確保するも

のとする。

（１）大規模災害発生時においては，笠岡市地域防災計画に定める災害応急対策

を中心とした非常時優先業務を最優先に実施する。

（２）住民生活の安定に重大な影響を与える非常時優先業務以外の業務は，発災

後しばらくの間，積極的に休止するか，非常時優先業務の実施に支障のない

範囲で実施する。

（３）非常時優先業務に実施に必要な人員や資機材等の資源の確保・配分は全庁

横断的に調整し，確保する。

（４）平常時からの全庁的な取組により，業務継続体制の強化を推進する。
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５ 対象とする組織

業務継続計画は，本市の全部署を対象とする。

６ 発動及び終結

（１）業務継続計画の発動判断

業務継続計画の発動は，災害の発生により笠岡市災害対策本部を設置した場

合において，災害対策本部長（市長）が判断する。

＜災害対策本部設置基準（笠岡市地域防災計画）＞

（２）業務継続計画の終結判断

業務継続計画の終結は，市災害対策本部を廃止する又は，災害応急対策が概

ね完了し，通常業務の再開に重大な支障が生じない状況になった場合等にお

いて，災害対策本部長が判断する。

（３）業務継続計画の発動・終結の周知

業務継続計画を発動又は終結したときは，関係機関及び住民に周知する。

１ 風水害対策編

（１）気象業務法に基づく暴風大雨，洪水，又は高潮，津波の警報が発令され，

大規模な災害の発生が予測され総合的な対策を実施する必要があると

き。

（２）警報発表の有無にかかわらず災害が発生し，又は発生のおそれがあり，

特に災害応急対策を実施する必要があるとき。

（３）市に大規模な地震，火災，爆発，その他重大な災害が発生し，総合的な

対策を実施する必要があるとき。

（４）市域に有害物質，放射性物質等が大量に放流出したとき，又はこれによ

り複合災害を誘発するおそれがあるとき。

（５）多数の死傷者を伴う列車，自動車等の交通事故及び船舶，航空機事故等

の重大事故が発生し，緊急対策を実施する必要があるとき。

２ 地震・津波対策編

（１）震度５強以上の地震が発生した場合又は大津波警報が発表された場合

には，非常体制（市本部の体制）を設置する。

（２）市本部の組織は，笠岡市災害対策本部条例及び笠岡市災害対策本部規程

の定めるところによる。

なお，必要に応じて，災害地にあって市本部の事務の一部を行うために

現地災害対策本部を設置する。
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第２章 前提とする災害と被害想定

１ 前提とする大規模災害

笠岡市業務継続計画において想定する災害は，笠岡市地域防災計画（地震・

津波災害対策編）が想定する地震のうち，今後３０年で発生確率が７０～８０％

と高確率で発生が想定されている「南海トラフ巨大地震」とし，地震発生時の状

況は下表のとおりとする。

＜南海トラフ巨大地震による震度分布図（笠岡市近隣）＞

【陸地部】 【島しょ部】

※津波浸水想定区域は「笠岡市津波ハザードマップ」を参照

項 目 内容

笠岡市の震度 最大震度６強

近隣市町の震度 最大震度６弱：浅口市，井原市，里庄町，矢掛町

津 波 高 ３.２メートル（鋼管町付近）

発 生 時 期 それぞれの項目のうち，被害が最大となる場合で想定

震度階級

■ 震度６強
■ 震度６弱
■ 震度５強

高島

白石島

北木島

真鍋島

飛島

六島
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２ 被害想定

被害想定の数値は地震後，全堤防等が破壊された場合（パターン１）の数

値とし，（ ）内は地震後，津波が堤防等を越流すれば堤防等が破壊される場

合（パターン２）の数値を示すものする。また，発生時期・時間帯は被害が

最大になる条件とする。

※数値は笠岡市地域防災計画及び岡山県地震・津波被害想定調査報告書か

ら引用

（１）地域の被害

ア 人的被害（発生時期：冬・深夜） （人）

イ 建物被害（発生時期：冬・１８時） （棟）

※大規模半壊３６２棟含む

ウ ライフライン被害（発生時期：冬・１８時及び深夜）

項 目 死者数 負傷者数

建物倒壊による死者 ４ １７８

津波による死者 １２５（２） ２４８（０）

急傾斜地崩落による死者 １ １

地震火災による死者 ０ ０

屋外落下物等 ０ ０

合計 １３０ ４２７

項 目 発生直後 １日後 １週間後 １か月後

上水道（断水人口）

（人）

２６，０９６ １３，６３４ ７，１０３ ０

下水道（支障人口）

（人）

２７，９８３ ８８６ ８８６ ０

電力（停電件数）（軒） ３１，８０７ ３０１.８ ０ ０

項 目 被害数（全壊） 被害数（半壊）

揺れ ５７ １，０４２

液状化 ３９２※ ６５５

津波 １，４９２（７７） ４，１５７（３４４）

急傾斜地崩壊 ９ １７

地震火災による消失 ３ －

合計 １，９５３ ５，８７１
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エ 避難者数（発生時期：冬・１８時） （人）

（２）庁舎等の被害想定

ア 庁舎の被害（災害対策本部設置庁舎及び主要な庁舎）

・震度６弱以上の強い揺れに襲われる本庁舎（本館）は，現行の新耐震基

準（昭和５６年改正）に適合しておらず，耐震性が低い庁舎であり，倒

壊の危険性がある。このため，職員の生命・身体への危険が伴うことか

ら利用できない可能性がある。

・第１分庁舎（中央公民館）については，新耐震基準に適合していないが

平成２８～２９年度にかけて耐震改修工事を実施し耐震性を有してい

る。

・その他の主要な庁舎の耐震診断，改修等は第５章の１（１）に記載。

・本庁舎各館及び第１分庁舎は津波浸水想定区域ではないため，津波浸水

による被害の可能性は低いと想定される。

・庁舎周辺は住宅密集地ではなく，火災による延焼の可能性は低いと想定

される。

・本庁舎各館及び第１分庁舎等の執務スペースにはガラスが飛散し，机上

の書類や機材は，床に落下していると想定される。さらに固定されてい

ないロッカー等什器類のほとんどが転倒すると想定される。

イ 電力供給及びパソコン等ＯＡ機器の被害

・電力会社からの庁舎内への電力供給停止も想定されるが，停電時におけ

る自家発電設備の稼働により電力の供給が可能となる。ただし，地震の

揺れにより庁舎が倒壊したり，漏電や断線が発生した場合は自家発電設

備からの電力供給が不能になる可能性もあり，また，電源供給システム

の違いにより，照明設備や空調設備が使用できない可能性がある。

・自家発電機用燃料については岡山県石油商業協同組合笠岡支部と協定を

締結しており，一定期間は燃料の確保が可能と想定するが，災害の状況

によっては，燃料タンクの倒壊，配管の破断等により必要な稼働時間が

確保出来なくなる可能性がある。

・空調設備については地震の影響で使用が困難になる可能性も考えられ

る。電力会社からの電力供給がなされない場合は、使用できないのはも

項 目 １日後 １週間後 １か月後

避難所生活者数 １１，７８９

（１，０７０）

６，１９２

（１，４７３）

１，８２１

（３１２）

避難所外生活者数 ５，９４７

（６２０）

１，４５４

（１，３０９）

４，２４８

（７２８）

避難者数合計 １７，７３６

（１，６９０）

７，６４６

（２，７８２）

６，０６９

（１，０４０）
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ちろんのこと，自家発電設備からの電力供給でも電気設備等の違いによ

り稼働できないものが大半である。また，使用可能としても使用電力節

減のため，安定供給が可能になるまで原則，使用不可の措置を取ること

が想定される。

・ＯＡ機器については地震対策を行っていないパソコン，プリンター等が

落下，転倒し，破損することで使用不可となる可能性がある。

ウ 通信設備の被害

・固定電話，携帯電話は通信機器への被害及び報道機関，市民からの問合

せ等により災害時優先電話を除き，１週間程度回線が繋がりにくいこと

が想定される。

・インターネットも通信機器の被害及び回線の混雑により繋がりにくいこ

とが想定される

・デジタル防災行政無線の親局は本庁舎（本館）にあり，現行の新耐震基

準に適合していないため，倒壊した場合は使用できなくなる可能性があ

る。親局（本庁舎（本館））が使用不可になった場合，中継局（竜王山及

び北木島）から子局への放送を行う必要がある。

（３）業務実施に関する想定

ア 水道，下水道の使用

・地震の揺れにより，水道管が破裂した場合は，一時的に業務場所が断水

となる可能性がある。

・地震の揺れにより，下水道管が破断等により使用不能となった場合には

業務場所の既設のトイレは使用不可となる可能性がある。

イ 職員用の食料及び飲料水，寝具等の確保

・本市が備蓄している食料及び飲料水，寝具等のほとんどは市民用のもの

である。コンビニ，スーパー等では買占めが発生し，職員用の食料等の

確保が困難になると想定される。また，冬の期間においても寝具等がな

い中で仮眠，休息することが考えられる。

ウ 日用品

・取扱業者の被災や道路通信等の影響により，非常時優先業務に使用する

コピー用紙等の消耗品や，職員及び来庁者等が使用するトイレットペー

パーなどの日用品は数日から数週間は購入できず，各施設で常時ストッ

クしている物資を使用することが考えられる。

エ その他の想定

・液状化，浸水等により道路・橋梁が使用できない可能性がある。また，

主要幹線道路は交通規制により１週間程度は緊急通行車両以外の車によ

る通行はできないと想定される。

・道路・橋梁被害により，職員の自家用車での参集が困難になる可能性が
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ある。

・公共交通機関は道路，線路被害及び燃料，電力確保の影響から数日から

１週間程度運休すると想定する。
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第３章 非常時優先業務の選定

１ 非常時優先業務の考え方

笠岡市地域防災計画及び笠岡市災害対策本部規程に定める各部署の所管事項

（災害対応業務)と，停止することにより市民生活や社会活動に大きな影響を及

ぼす通常業務(優先的平常時業務)を「非常時優先業務」とする。

＜非常時優先業務イメージ＞

２ 非常時優先業務の対象期間

非常時優先業務の選定対象となる期間は，発災後の資源が著しく不足し，混

乱する期間及び業務実施環境が概ね整い，通常業務への移行が可能になると考

えられるまでの期間とし，本市業務継続計画においては、「発災後１か月間以

内」とする。

３ 非常時優先業務の選定基準

発災時において，資源の制約を伴う状況下で業務継続を図るためには，非常

時優先業務を時系列で絞り込むことが必要となる。このため，非常時優先業務

の候補となる各業務を対象に，発災後のいつ頃の時期までに業務を開始・再開

する必要があるか（この時期のことを以下「業務開始目標時間」という。）を検

平常時業務

地震発生直後に

実施すべき初動業務

地域防災計画等による

災害対応業務

業務継続の必要性

が高い平常時業務

非
常
時
優
先
業
務

共通業務
災害発生直後に実施すべき初動

業務を共通業務とした。

災害時業務

「笠岡市地域防災計画」及び

「笠岡市災害本部規程」に定め

る各部署の所管事項を災害時業

務とした。

優先的

平常時業務

「笠岡市行政組織規則」及び

「業務分担協議書」で定める分

掌事務を元に各部署へ調査を行

い，優先的平常時業務を設定し

た。
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討し，業務継続を想定する期間内に開始・再開すべき業務を非常時優先業務と

して選定する。

なお，非常時優先業務は，「非常時優先業務選定基準表」に基づき，次の点に

留意して選定する。

（１）非常時優先業務選定の留意点

ア 非常時優先業務にどの業務が該当するかは，「災害発生後の一定の時間が

経過した時点で，当該業務が一定程度実施（再開）されているのが望ましい

か」という観点で検討する。

イ 災害時業務の漏れが生じないよう，地域防災計画との整合を確認する。

（２）業務開始目標時間設定の留意点

ア 地域社会の影響や法令の適正な執行の観点から確認・検討する。

イ 業務開始目標時間は，住民にとって当該業務が開始される必要があるかと

いう「必要性」の視点から確認・検討する。

ウ 条件によって業務開始目標時間が大きく異なる場合は，原則として最も早

い時期を業務開始目標時間として設定する。さらに，前提条件ごとに業務開

始（実施）の目標時間が設定できる場合は、併せて記載する。

エ 発災から１～２週間後に，実際の被害状況等を受けて実施が決まる業務が

多くなることに留意する。
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＜非常時優先業務選定基準表＞

災害時に優先して行う業務の判断基準

視点１

地域社会への影響

・停止すると地域住民の生活の安全・安心や地域内の経済

活動等を阻害する業務

例）生活に必要な介護・生活保護等のサービスが提供

されないことにより，市民生活が円滑に行われない，

基幹系のシステムが提供されないこと等で，住民票の

取得ができず，必要な手続きが行えないなど。

視点２

法律の適切な執行
・法令等により実施しなければならない業務

視点３

他業務への影響

・当該業務の停止が他の非常時優先業務に影響する業務

例）職員の労働環境の確保や契約手続き，システムの復

旧など。



- 14 -

業務開始目標時間 該当する業務の考え方 代表的な業務例

① ３時間以内 ・職員及び家族の安全確保，職員の安否

確認

・初動体制の確立

・被災状況の把握

・救助・救急の開始

・避難所の開設

・災害対策の根幹となる体制立ち上げ業務（人，場所，通信，情報等）

・被害の把握（被害情報の収集・伝達・報告）

・発災直後の火災，津波等対策業務（消火，避難・警戒・誘導処置等）

・救助・救急体制確立に係る業務（応援要請，部隊編成・運用）

・避難所の開設，運営業務

・組織的な業務遂行に必須な業務（幹部職員補佐，公印管理等）

② １日以内 ・応急活動（救助・救急以外）の開始

・避難生活支援の開始

・重大な行事の手続き

・短期的な二次被害予防業務（土砂災害危険箇所における避難等）

・市町村管理施設の応急復旧に係る業務（道路，上下水道，交通等）

・衛生環境の回復に係る業務（防疫活動，保健衛生活動，廃棄物処理等）

・災害対策活動体制の拡充に係る業務（応援受け入れ等）

・遺体の取扱い業務（収容，保管，事務手続き等）

・避難生活の開始に係る業務（衣食住の確保，供給等）

・社会的に重大な行事等の延期調整業務（選挙等）

③ ３日以内 ・被災者への支援の開始

・他の業務の前提となる行政機能の回復

・避難生活の向上に係る業務（入浴，メンタルヘルス，防犯等）

・災害対応に必要な経費の確保に係る業務（財政計画業務等）

・業務システムの再開等に係る業務

④ ２週間以内 ・復旧・復興に係る業務の本格化

・窓口行政機能の回復

・生活再建に係る業務（被災者生活再建支援法等関係業務，住宅確保等）

・産業の復旧・復興に係る業務（農林水産，商工業対策等）

・教育再開に係る業務

・金銭の支払，支給に係る業務（契約，給与，補助費等）

・窓口業務（届出受理，証明書発行等）

⑤ １ヶ月以内 ・その他の行政機能の回復 ・その他の業務
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４ 非常時優先業務の選定結果

選定基準に基づいて選定した部別の非常時優先業務数は次のとおりであり，

詳細は付属資料に掲載するとおりである。

部局 種別

非常時優先業務数及び業務開始目標時間

３時間

以内

１日

以内

３日

以内

２週間

以内

１か月

以内
計

危機管理部

共通業務 ２ ２

優先的

平常時業務
２ ５ ７

災害時業務 ５ ５

政策部

共通業務 ８ ８

優先的

平常時業務
０ ６ ７ １ １４

災害時業務 １２ ３ １ １６

総務部

共通業務 １０ １０

優先的

平常時業務
１４ ４ １７ ３０ １２ ７７

災害時業務 ２３ ２ １ ２６

市民生活部

共通業務 ６ ６

優先的

平常時業務
１ ３９ ２１ ６１ ２０ １４２

災害時業務 ９ ６ ３ １８

健康福祉部

共通業務 １０ １０

優先的

平常時業務
６ ９ ３ ２４ ２２ ６４

災害時業務 １１ １２ ２ ７ １ ３３

こども部

共通業務 ４ ４

優先的

平常時業務
４ １ ６ １１

災害時業務 ５ １ １ １ ８

建設部

共通業務 ６ ６

優先的

平常時業務
１６ ７ ３ ３ ２９

災害時業務 １３ ３ ３ １９

産業部 共通業務 ６ ６
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優先的

平常時業務
２ １ ６ ２ １１

災害時業務 １０ ２ ３ １５

上下水道部

共通業務 ４ ４

優先的

平常時業務
１１ ２ ９ ４ １ ２７

災害時業務 ４ １０ ３ ３ ２０

会計管理部

共通業務 ２ ２

優先的

平常時業務
１ ５ ６

災害時業務 ２ ２ ４

市民病院部

共通業務 ８ ８

優先的

平常時業務
２２ １ １ ２４

災害時業務 １２ １ ２ １５

教育部

共通業務 １０ １０

優先的

平常時業務
４ ８ ２２ ４４ １ ７９

災害時業務 １７ ２ ２ ３ ２４

協力部

共通業務 ６ ６

優先的

平常時業務
１ １０ １１

災害時業務 ５ ５

種別計

共通業務 ８２ ８２

優先的

平常時業務
６４ ９９ ８８ １８９ ６２ ５３６

災害時業務 １２８ ３９ １７ ２２ ２ ２０８

計 ２７４ １３８ １０５ ２１１ ６４ ７９２
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上記結果は非常時優先業務を集計したものであり，各非常時優先業務の業務の

質，業務量などは考慮されていない。そのため，災害発生後に非常時優先業務が多

い部署に自動的に人員が投入されるものではない。逆に非常時優先業務数が少ない

部署であっても業務の質が高く，業務量が多い部署においては人員が投入される場

合も考えられる。

非常時優先業務の時間別推移結果を見ると発災直後は災害時業務が多く，継続的

に一定数の業務があるが，時間の経過に伴って１日目を過ぎたあたりから優先的平

常時業務が徐々に増加していく。

災害発生直後は応急対応等の業務を迅速に開始し，平行して時間の経過とともに

優先的平常時業務も開始する必要がある。

平常時から各部署における業務の効率化や簡素化を検討するとともに，災害発生

後においても確実かつ正確に業務を遂行できるよう意識することが必要である。

0
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600
700
800

業
務
数

3時間以内 1日以内 3日以内 2週間以内 1ヶ月以内

非常時優先業務　時間別推移グラフ

共通業務① 優先的平常時業務② 災害時業務③ 非常時優先業務（①＋②＋③）
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第４章 非常時優先業務の実施体制

１ 指揮命令系統

非常時優先業務は，笠岡市地域防災計画及び笠岡市災害対策本部規程等，そ

の他の業務については，笠岡市行政組織規則等に定める通常の指揮命令系統に

従って実施することを基本とし，発災時の状況に応じて必要な措置を講じるも

のとする。

＜笠岡市災害対策本部の組織体制図＞

※地域包括ケア推進室の取扱いは笠岡市行政組織規則に基づき，健康福祉部内に

設置とし，地域包括ケア推進班とする。

（R2 年度災害対策本部規程改正で体制図に追加予定）

２ 職務代行

笠岡市長職務代理者に関する規則及び笠岡市地域防災計画に基づき，市長不
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在時に首長の職務を代行するものを次のとおり定める。

なお，責任者が庁舎へ参集できない状況であっても，連絡手段が確保され，

直接指示を仰ぐことが可能な場合には，職務の代行は行わないものとする。

３ 職員の参集体制

非常時優先業務を円滑かつ迅速に実施するため，災害が発生した場合は，笠

岡市地域防災計画に定められた基準に基づき，速やかに参集する。

また，参集途中には，被害状況等の情報収集に努め，必要に応じて登庁後は

災害対策本部等に適宜，報告を行う。

なお，災害による交通機関の運休や道路被害等により，指定された勤務場所

に参集できない場合は，参集可能な勤務場所等に参集した上で，その旨を速や

かに所属長に報告し，必要な指示を受けるものとする。

＜職員参集体制（笠岡市地域防災計画から抜粋）＞

第１順位 第２順位 第３順位 第４位

副市長 総務部長 危機管理部長 政策部長

区分 体制 参集課室・職員

地震

津波

市域に震度４以上

の地震が発生した

とき

震災時

警戒体制

時間内：危機管理部，政策部，

総務部，市民生活部，

健康福祉部，建設部，

産業部

時間外：緊急初動班員及び状況

により主管部局長等か

ら応急対応を命ぜられ

た職員が自主参集

※災害の状況により，警戒体制

班員を招集

市域に震度５以上

の地震が発生した

とき

非常体制

（災害対策

本部設置）

時間内：職員全員

時間外：市災害対策本部規定に

基づき，本部長の指示

命令により所掌の防災

活動を実施

県内沿岸に津波注

意報が発表された

とき

注意体制

危機管理部員が，主として情報

収集連絡活動を行い，状況によ

り次の体制の配備に速やかに移

行できるよう準備を実施
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県内沿岸に津波警

報等（大津波警

報，津波警報）が

発表されたとき

非常体制

（災害対策

本部設置）

時間内：職員全員

時間外：市災害対策本部規定に

基づき，本部長の指示

命令により所掌の防災

活動を実施
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４ 職員参集状況の想定

大規模災害が発生した場合の職員の参集状況を，次の「参集予測の考え方」

に基づき想定する。

＜参集予測の考え方＞

【参集不能率の算定方法】

○人的被害の割合

人的被害最大（死傷者５５７名）÷市人口（約４８，０００人）

≓１．２％…①

○家屋被害の割合

家屋被害（全壊・半壊）（７，８２４棟）÷市内建物（４８，４５４棟）

≓１６．１％…②

○人的被害及び家屋被害の割合（参集不能率）

①＋②=１７．３％（小数点以下を切り捨て，１７％とする）

【参集予測結果】（参集対象職員数４６７人 Ｒ２.１.３１現在）

※参集不能１７パーセントを加味した予測結果

〇勤務時間外の発災を想定する。

○対象は正規職員のみとする。（非常勤職員は対象外とする）ただし，災害時

に実務や指揮命令等を行う必要のある非常勤職員（施設館長等）については

各所属の判断で参集対象職員に含める。

○保育園，幼稚園，小中学校に勤務する職員は対象外とする。

○参集時間は自宅から勤務場所への移動にかかる時間とする。

〇発災時には，道路の被災等により他の交通手段の利用が困難となる可能性が

高いため，徒歩による登庁を原則とし，徒歩速度を３ｋｍ／ｈとする。

〇災害発生から３日間は，職員本人や家族の死傷，住宅の被災等により，１

７％（参集不能率）の職員が参集できないものと想定する。

参集時間 参集職員数 参集率

災害発生～１時間以内 １３２人 ２９％

～３時間以内 ２７７人 ６０％

～６時間以内 ３４９人 ７５％

～12 時間以内 ３８０人 ８２％

～１日以内 ３８８人 ８３％

～３日以内 ３８８人 ８３％
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参集予測の集計結果により，本市の参集対象職員は４６７人となっており，参集

不能職員想定（１７パーセント）を加味しても災害発生から３時間以内に６０パー

セント，２７７人，１日以内には８３パーセント，３８８人（参集不能職員を除く

全職員）が勤務場所に参集可能となっている。

しかしながら，大規模災害時は人的被害，家屋被害，道路被害や交通網の遮断等

により，参集職員が上記結果より下回る可能性も想定され，初動対応が円滑に実施

出来ないことも想定される。

平時から災害時の出勤方法，通勤経路の確認を各職員が行うとともに，災害時の

初動対応が限られた人員でも円滑に実施できるよう検討する必要がある。

（参考）部別参集対象職員集計表

1時間以内 3時間以内 6時間以内 12時間以内 1日以内 3日以内

参集職員数（人） 132 277 349 380 388 388 
参集率 29% 60% 75% 82% 83% 83%

0 
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集
職
員
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人
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参
集
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参集予測結果グラフ

部名
１時間

以内

３時間

以内

６時間

以内

12 時間

以内

１日

以内

３日

以内

参集対象

職員数

危機管理部 ４ ４

政策部 ７ ７ ６ ３ ３ ２６

総務部 ２５ １４ ８ ３ ５０

市民生活部 １９ １６ ９ ７ ５１

健康福祉部 １６ １７ １１ ６ ５０

こども部 ７ ７ １ １５

建設部 １８ １７ ５ ４ ２ ４６

産業部 １１ ７ ２ ５ １ ２６

上下水道部 １４ ８ ６ ２ ３０

会計管理部 ２ １ １ ４

市民病院部 １８ ６１ ２４ ６ ３ １１２

教育部 １１ １９ １３ １ ４４

協力部 ７ １ １ ９

計 １５９ １７５ ８６ ３８ ９ ４６７
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５ 職員の確保対策

（１）職員の安否確認

各所属は，毎年度始めに災害発生時の緊急連絡網を作成しておくこととし，

発災時には所属長等の指示により，直ちに職員の安否確認を行うものとする。

（２）全庁的な業務実施体制の確立

非常時優先業務に必要な人員を確保できない場合，まずは部署（部）内で調

整し，人員を確保するものとする。なお不足する場合は，他部署（部）に人員

応援の依頼を行う。人員応援の調整・判断は，部署（部）からの要請に基づ

き，災害対策本部において行う。

また，専門知識を必要とされる業務については職員が不足する場合を想定

し，平時から業務経験者の活用や職員ＯＢ，災害協定等による応援などの検討

を行う。

（３）職員の健康管理

なるべく早い段階で２交替制又は３交替制勤務とし，職員の健康管理に努め

る。また，災害対策本部等の非常配備によって業務を行う職員は笠岡市災害本

部規程の所掌事務に基づき，人事班（人事課）が出退勤時間等の把握に努め，

各部署，所属で業務を行う職員は各部署で出退勤時間等の把握に努めることと

する。
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第５章 非常時優先業務の実施に必要な資源の現状と対策

１ 庁舎

（１）現状

第２章の２（２）アのとおりである。また，庁舎の耐震診断，改修等の現状

は以下の表のとおりである。

※１ 低強度コンクリート建物のため，耐震診断基準の適用範囲外となる。そのた

め，耐震性を確保するためには庁舎自体の改築を視野に入れた総合的な検討

が必要。

※２ 建築物の耐震改修の促進に関する法律の規制対象建物外のため，耐震診断及

び耐震改修を実施していない。

※３ PH…penthouse（塔屋）の略でこの場合，本庁舎屋上の塔屋を指す。

【参考】（旧建設省告示（平成７年１２月２５日））

新耐震基準…昭和５６年の建築基準法(施行令)の改正により，現行の新耐震基準

が施行されている。新耐震基準の建物は，震度６強程度の地震でも

建物が倒壊しない耐震性能となっており，昭和５６年６月１日以降

に建築確認を受けた建物に対して新耐震基準が適用されている。

庁舎名 竣工年 構造

地

上

階

地

下

階

延べ

床面積

(㎡)

Is 値 備考

本庁舎（本館） S30
RC 造

S 造(PH)
３ － 1,520

0.46（1F）
0.25（2F）
0.34（3F）

0.07（PH1）※３
0.23（PH2）※３

耐震改修なし※１

第１分庁舎

（中央公民館）
S54 RC 造 ４ １ 2,780 － H29 耐震改修済

本庁舎（新館）

（税務課等）
H6 ALC 造 ２ － 1,423 －

耐震性有

(新耐震基準適合)

本庁舎（新館）

（監査委員事務局等）
S58 S 造 ２ － 335 －

耐震性有

(新耐震基準適合)

分庁舎第４

（人権推進課等）
S47 RC 造 ２ － 358 耐震診断なし※２ 耐震改修なし※２

議会棟

M32 W 造 ２ － 506 耐震診断なし※２ 耐震改修なし※２

H8(増築) ALC 造 ２ － 293 －
耐震性有

(新耐震基準適合)
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Is 値(構造耐震指標)…新耐震基準施行以前の建物について地震に対する安全性を

構造力学上診断するもの。診断の結果は Is 値等の数値で示

され Is 値 0.6 以上で耐震性能を満たすとされている。

①Is 値＜0.3：地震の震動及び衝撃に対して倒壊し，又は崩壊する危険性が高い。

②0.3≦Is 値＜0.6：地震の震動及び衝撃に対して倒壊し，又は崩壊する危険性があ

る。

③Is 値≧0.6：地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

（２）対策

ア）本庁舎（本館）の耐震化対策

耐震性の低い本庁舎に加え，庁舎全体の今後のあり方については令和元年度

に発足した新庁舎建設検討プロジェクトチームにおいて検討を進める。

イ）市災害対策本部及び事務室の代替施設

災害発生により，本庁舎（本館）が使用不可能となった場合は，次の施設を

代替庁舎として業務を継続する。

（３）被害発生状況の確認

財政課を中心に各部署は，本庁舎等の被害について，状況確認を行い，被害情

報を災害対策本部に報告する。

ただし，庁舎に甚大な被害が発生している場合は，職員の安全確保の観点か

ら，被害状況の確認等は不可能な場合も有りうる。また，必要に応じて，二次災

害の危険が想定される区域への立ち入り禁止等の措置を実施する。

（４）在庁者への対応

大規模災害の発生が執務時間中に発生した場合，市消防計画に基づき，各階の

避難誘導班が中心となって，在庁者を市庁舎等から安全に避難できるよう誘導す

る。また，負傷者が発生した場合には，通報班が関係機関に連絡し，対応措置を

要請する。

２ 電気，水，食料等

（１）現状

庁舎名 代替庁舎

本庁舎（本館）
第１分庁舎

（中央公民館）

電気

・発災直後は，電線の断線等により外部からの電力供給が中断する可

能性があり，復旧は１日～１週間程度と予想される。

・本庁舎（本館及び新館）及び第１分庁舎（中央公民館）には自家発

電機が設置されており，停電時には庁舎内への電力供給が行われる

が，条件により供給条件は異なっている。
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（２）対策

○本庁（本館及び新館）（会計課屋上に設置）

・定格 120KVA，燃料タンク（950ℓ）満タンで約 29.5 時間稼働

・電灯回路（照明設備，小型機器）のみに供給可能なシステムと

なっているため，動力設備（空調設備・エレベーター等）には

供給不可能。

・本庁舎各棟への供給は倒壊の可能性のある建物経由で送電して

おり，断線等によって電力の供給不能の可能性がある。

○第１分庁舎（地下ボイラー室及び中央公民館裏に設置）

・定格 20KVA，燃料タンク（40ℓ）満タンで約 6.3 時間稼働（消火

栓用発電機）

・定格 140KVA，燃料タンク（950ℓ）満タンで約 29.5 時間稼働

（電算室サーバー用発電機）

・第１分庁舎の自家発電設備は消火栓用，電算室サーバー用のた

め，電灯設備（照明設備，小型機器）や動力設備（空調設備，

エレベーター等）への電力供給は不可能。

・小電力用として危機管理課が防災倉庫に小型発電機（定格 0.9～

4.5KVA）8 台を保有。

上水道

・発災直後は上水道施設の被災により断水する可能性があり，復旧は

１日～１ヶ月を超える可能性もあると予想される。

・上水（飲料水）の貯水槽はない。

下水道
・発災直後は下水道施設の被災により，水洗トイレが使用不能となる

可能性があり，復旧は１日～１ヶ月後と予想される。

ガス

・本庁舎及び第１分庁舎（中央公民館）はプロパンガスを使用・保有

しており，通常使用で数日～数週間分は確保されているため，庁舎

の給湯施設により職員への温かい食事の提供等は可能になってい

る。

・庁内のガス配管等が破損している場合は使用不能となる可能性があ

る。

食料

・笠岡市災害本部規程の所掌事務に基づき，人事班（人事課）が食料

及び飲料等の食事手配を行う。

・職員用の食料及び飲料水等については備蓄を行っておらず，非常時

には職員の持参または避難者用の備蓄食料及び飲料水で代用してい

る。

資源 対 策 項 目

電気
・耐震性の低い本庁舎（本館）及浸水リスクのある地下，地上に設置

している第１分庁舎（中央公民館）の自家発電設備については，新
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庁舎建設検討プロジェクトチームと併せて移転等の検討を行うとと

もに庁舎内の電力供給能力を向上させるため，電力供給システムの

適正化を図るよう検討する。

・非常時には，自家発電設備を稼働し，長時間運転に備え燃料の継続

供給を図るとともに，電力事業者等に優先的な復旧等を依頼する。

・必要に応じて庁舎内の電力使用の制限を行う。

・各課は，非常時優先業務に使用しない機器の電源は全て切るほか，

非常時優先業務で使用する際，不要な時間帯は電源を切る等の節電

に努める。

・自家発電設備の更新や燃料備蓄計画を検討する。

・中国総合通信局が保有している災害対策用移動電源車等の貸与の協

力を依頼する。

・中国電力との災害協定による復旧要員の派遣を依頼するなど協定を

活用する。

・電力確保のため，公的機関，民間団体等とのさらなる協定締結を検

討する。

上水道

・非常時には，水道課，水道工事業者に対して，給水車の手配や上水

道の早期復旧を依頼するとともに，必要に応じて県を通じて自衛

隊，非被災自治体に給水車の派遣を要請する。また，協力体制の確

立やマニュアル作成について検討を進める。

・給水タンク等の応急給水用資機材の整備を進める。

・庁内の水道は必要に応じて使用箇所の制限を行うほか，各課は可能

な限り節水に努める。

・飲料水を確保するため，災害協定締結団体に対して支援を要請す

る。

・飲料水を確保するため，公的機関，民間団体等とのさらなる協定締

結を検討する。

下水道

・非常時には，下水道課・下水道工事業者に下水道施設の早期復旧を

依頼する。

・下水道施設の応急復旧，簡易トイレ等の資材について災害協定締結

団体に対して支援を要請するなど協定を活用する。

・職員及び来庁者，避難者等を想定し，簡易トイレ等の備蓄を拡充す

るとともに設置場所及び汚物の処理方法の検討に加え，下水道施設

の耐震対策，マンホールトイレの設置等についても検討を行う。

ガス

・プロパンガス機材を確保するため，災害協定締結団体に対して支援

を要請するなど協定を活用する。

・庁内のガス配管等が破損している場合は，プロパンガス工事業者等

に復旧を依頼する。
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３ 通信手段

（１）現状

食料

・非常時には，県，他自治体や災害協定締結団体に対して食料及び飲

料水等の支援要請を行うなど協定を活用する。なお，避難者分とあ

わせての要請となることから，調達した食料等は，避難所（避難

者）を優先して配分を行う。

・職員への配分の際に数量が不足する場合は，今後の非常時優先業務

の遂行体制等を考慮した上で配分を行う。

・各職員は，３日分の食料･飲用水の確保を前提として，参集時に食

料等を持参することも含め，自己の必要量をあらかじめ確保してお

くよう努める。

・食料を確保するため，公的機関，民間団体等とのさらなる協定締結

を検討する。

ＮＴＴ

電話回線

・電話交換設備は，自家発電設備による電源供給が行われるため，機

器に障害がない限り停電になったとしても使用可能。また，電源供

給が行われない場合であっても電話交換機のバックアップ電池が機

能している場合は通常どおり使用可能。

・災害時優先電話は市で５回線承認されており，５回線までであれば

災害時に優先して同時に発着信可能。

防災行政

無線

・同報系デジタル防災無線親局（本庁舎（本館）３階）は停電時に自

家発電設備による電源供給が行われる。また，万一，電力が供給さ

れない場合には非常用バッテリーが備わっており，放送頻度や環境

にもよるが最大７２時間使用可能。電力供給が復旧した場合，自動

的に非常用バッテリーへ充電する仕様になっている。

・同報系デジタル防災無線中継局（竜王山，北木島）は停電時に中継

局内に設置の自家発電設備により放送頻度や環境にもよるが約７２

時間使用可能。燃料を補給すれば７２時間以上使用可能。

・同報系デジタル防災無線子局は停電時は非常用バッテリーが備わっ

ており，停電時は放送頻度や環境にもよるが最大７２時間使用可

能。電力供給が復旧した場合，自動的に非常用バッテリーへ充電す

る仕様になっている。また，電話機内蔵の無線子局については、通

信系統が無事の場合，対話が出来る。

インター

ネット等

・災害時のインターネット網への接続については通信が不安定または

接続自体が不可能になる可能性がある。

県防災

行政無線

・地上系の無線網と岡山県情報ハイウェイを融合させた災害に強いシ

ステム構築を行っているが，場合によっては機器の不具合や回線切

断により通信が不可能になる可能性がある。
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（２）対策

４ 情報システム等

（１）現状

情報システム係内にあるシステムのハードウェア（機器・設備）・業務系サー

バについては簡易免震で，ある程度の対策がとられているが，各課に配置して

いるモニター等の耐震対策は未実施の箇所が多い。

・以下の通信媒体があり，専用回線で県や関係機関との通信が可能。

【電話】

本庁危機管理室及び宿直室，災害対策本部，建設管理課，地域福

祉課の内線電話を利用（災害対策本部電話以外は平常時も使用

可能）

【ホットライン電話】

本庁２階総務課内に１台設置（岡山県総合防災情報システムに付

帯）

【防災ＦＡＸ】

本庁２階総務課前に１台設置（平常時にも使用可能）

資源 対 策 項 目

ＮＴＴ

電話回線

・非常時には，ＮＴＴに対して優先的な復旧を要請し，電話回線の早

期復旧を図る。

・各課は，不要な通話を避けるとともに，市災害対策本部と県との連

絡については県防災行政無線やＦＡＸを活用する。

・多様な通信手段の確保を進めるとともに，平常時から県防災行線無

線電話の使用方法についても確認しておく。

防災行政

無線

・機器の定期点検の実施及び不具合の把握に努めるとともに，非常用

バッテリー等の定期交換を計画的に実施し，非常時であっても緊急

放送や通信が確実に実施できるよう運用するとともに点検委託業者

へ連絡し，早急な復旧が図れるよう依頼する。

インター

ネット等

・インターネット網への接続については，通信事業者や契約業者に依

存することとなるが，復旧について事業者等へ依頼する等の対応を

行う。

・複数の接続手段を事前に確保するなど対策を検討する。

県防災

行政無線

・接続については岡山県の設備のため，県に依存することとなるが，

復旧について県に依頼する等の対応を行う。

・ホットライン電話，防災ＦＡＸについては災害対策本部（本庁第

３，４会議室）と現設置場所の総務課まで距離があるため，移転に

ついて検討する。
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多くの情報システムが庁内ネットワーク環境にあり，個々のサーバはＵＰＳ

配下となっているため，災害時に電力供給が遮断されるとＵＰＳ機能によりサ

ーバを自動的にシャットダウンする。再起動には，ハード機器に損傷があった

場合は保守契約業者やシステムサポート技術者等による確認作業が必要であ

る。

なお，非常時優先業務の実施に必要となるシステムについては，各課におけ

る非常時優先業務の調査において特定しており，詳細は付属資料に記載のとお

りである。

（２）対策

ア 免震・耐震対策等

・パソコンやサーバ等の転落・転倒対策等を検討する。

イ データのバックアップ等

・非常時優先業務の実施に必要なデータ・記録等の保護及びバックアッ（同

時被災しない場所でのバックアップ）を行う。

・バックアップデータを用いた復旧作業の訓練実施を検討する。

・クラウドサービスの積極的な活用や導入を検討する。

ウ 情報システム及びネットワークの運用等

・庁内ＬＡＮ等の情報システムの多重化や仮想化を実施する等，バックアッ

プシステム・機能の整備を検討する。

・ネットワークの脆弱性への対策を検討する。

・集積装置（ＨＵＢ）等重要なネットワーク機器に関する安価な代替機器の

準備を検討する。

・サーバや災害情報システム等，発災時に利用が想定されるシステム等への

電源確保を検討する。
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第６章 業務継続体制の向上

１ 計画の見直し・更新

社会的外部環境の変化や人事異動，事務事業の見直し，組織改編等により，業

務や必要な資源は絶えず変化するため，計画策定後においてもＰＤＣＡサイクル

の手法を用いて継続的に計画の見直し及び更新を行い，実効性を確保する。特

に，次の場合においては、積極的に見直し・更新を実施する。

（１）被害想定が更新されたとき

（２）地域防災計画の修正内容が業務継続計画に影響を及ぼすとき

（３）事務事業の見直しや組織改編が業務継続計画に影響を及ぼすとき

（４）災害対応や訓練において課題が明らかになったとき

また，大規模災害等の発生により本市の行政機能が喪失，不全となった場合を

想定し，県や他市町村等から円滑に応援を受入れ，有効に活用するための体制整

備に努める。

２ 研修・訓練の実施等

災害時に計画が有効に機能するためには，平時から職員一人ひとりが業務継続

の重要性や自らが果たすべき役割を認識しておく必要がある。このため，毎年

度，各所属において計画の周知・確認を行うとともに，組織的な対応力を高める

ため，全庁的な取組による職員研修や実践的な訓練を計画的に実施する。

３ 平時からの備え

（１）各所属長

各所属長は，災害時において非常時優先業務を円滑かつ的確に実施するため

に平時から緊急時の連絡体制の確保やマニュアル等の作成，所属職員への周知

徹底等，業務継続計画の実効性を確保するために必要な措置を講じるものとす

る。

なお，マニュアル等作成時に考慮すべき事項は，次のとおりとする。

ア 発災時の状況等を具体的に想定して作成

イ 非常時優先業務の業務開始目標時間を踏まえた災害時の所要人員及び応援

体制等の整備

ウ 指揮命令，情報連絡体制等の整備

エ 指揮者の代行や災害長期化に備えたバックアップ体制の構築

オ 業務遂行上の課題と対応策を検討

（２）各職員

各職員は，日常の業務や研修・訓練等を通じて次の事項の習熟に努める。

ア 本市の防災体制と防災上処理すべき業務の把握（地域防災計画）
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イ 災害発生時の動員計画と自らの役割

ウ 各関係機関等との連絡体制と情報活動

エ 非常時優先業務に係る関係法令の運用

オ 地域の災害リスク及び被害想定


